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台風に対する非常措置についてのお知らせ 
 

 

平素は，本校教育の進展に多大なるご支援，ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて，強い台風 11 号が接近しており，明日 16 日木曜夜に西日本太平洋側に接近し，17 日金曜にかけて上陸す

るおそれがあるようです。本校の夏季休業前最後の授業日に強風域に入る恐れがありますので，台風等により京

都市（テレビ・ラジオでは，「京都南部」または，｢京都･亀岡｣地域と報道される場合があります）に「特別警報

（大雨，暴風など）」または｢暴風警報｣が発令された場合には，下記のような措置をとりますので，テレビ・ラ

ジオ・インターネット等の報道に十分注意してください。 

 

記 

１ 特別警報が発令された場合 
(1) 16 日（木）に発令された場合は，以下の措置をとります。 

特別警報解除の時刻等 17 日（金）の措置 給食の有無 

 

午前０時までに解除になった場合 

 

授業はありません（臨時休業） 

部活動は１３：００以降に実施可能です 

   ※各部顧問の指示に従ってください 

無 

午前０時以降に発令中となった場合 
授業はありません（臨時休業） 

部活動も休止します 
 

(2) 在校中に発令された場合は，下校の安全が確認できるまで，学校に留め置くこととします。 

 

 

２ 暴風警報が発令された場合 
(1) 17 日（金）の登校前に発令された場合は，「暴風警報」が解除されるまでは登校を見合わせ，自宅待機さ

せてください。 

(2) 「暴風警報」が解除された場合については，以下の措置をとります。 

暴風警報解除時刻 措置（登校時刻等） 給食の有無 

 

午前 ７時までに解除になった場合 

 

平常授業（８：３０登校） 

 ①授業 ②授業 ③授業 ④学活 昼食 

    →終学活を行い下校（部活動） 

有 

 

午前 ９時までに解除になった場合 

 

３校時から授業（１０：３５登校） 

 ③授業 ④授業 昼食 ⑤学活 

    →終学活を行い下校（部活動） 

有 

 

午前１１時までに解除になった場合 

 

授業はありません（臨時休業） 

部活動は１３：００以降に実施可能です 

   ※各部顧問の指示に従ってください 

無 

午前１１時現在，警報発令中の場合 
授業はありません（臨時休業） 

部活動も休止します 
 

(3) 在校中に発令された場合は，下校の安全が確認できるまで，学校に留め置くこととし，気象状況，帰宅に

要する時間，通学路の状況，ご家庭の状況などに十分配慮し，授業の中止・帰宅などを決定します。 

 

 

３ その他 
 臨時休業の対象となる警報は「暴風警報」ならびに「特別警報」だけですのでご注意ください。 

 台風の影響を考慮し，通知票は 16 日（木）に配布します。 

 17 日（金）に予定していました終業式も，16 日（木）に全校放送により実施します。 

 台風の影響により中止となった授業の回復措置は夏休み後に行います。 

 

 

以上，お子様にもその旨ご指導いただきますようお願いいたします。 


